
 

 
（１）走行空間の明示 
 ①矢羽根型路面標示とピクトの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-２ 自転車通行空間の整備基準 
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②自転車横断帯の撤去 

・新設または舗装修繕等により修繕・改築する交差点には、原則として自転車横断帯
は設置しないものとする。 

・交差点の横断歩道に並行して設けられている既存の自転車横断帯は、事前に地元警
察署との協議のうえ撤去すること。なお、地元警察署との協議の結果、通学路等に
おいて存置することが望ましいとなった場合は、この限りではない。 

・歩行者用灯器に「歩行者・自転車専用」などの標識が添架されている交差点で自転
車横断帯を撤去する際にはその標識も撤去する。 

・自転車横断帯が撤去された交差点においては、横断歩道や停止線の位置は現状のま
まとする。 

・自転車横断帯の撤去により、開口部が広くなってしまった部分については、ポール
等の設置により、自動車等の飛び込みを防ぐ対策を講じること。 

・詳細は地元警察署と協議して決めること。 
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（２）危険個所の対策 
 ①急カーブ 
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②道路改修 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37  
     

※グレーチング蓋の格子の形状等を工夫した事例 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 令和 6年 6月 
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出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 写真Ⅱ-11 令和 6年 6月 

 
 
車道部分にハンプを設置した事例 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガ

イドライン 写真Ⅱ-11 令和 6年 6月 

自動車の速度を抑制するため、狭さくやシケインを設置した事例 



 

 

  

200m程度連続して破損している区間を補修する 

200m未満の短区間は，簡易的な修繕を行う 
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歩道の切り下げ 
（縮小される路肩の手前） 
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